
負傷原因届

負傷（ケガ）による給付申請には下記負傷原因届のご提出が必要です

（業務上・通勤途上・第三者行為が原因の場合は別の書類が必要です）

◎負傷（ケガ）が原因で給付申請を行う場合

下記の給付申請を行う場合は、負傷原因届の添付が必要です。

　　○療養費（立替払い）

　　○療養費（治療用装具）

　　○傷病手当金（初回申請時のみ）

　　○埋葬料（費）

　　○移送費

◎業務上・通勤途上の疾病・負傷（ケガ）の場合

労災保険からの給付が原則となり、保険証は使えません。

　労働災害に対して保険証使用した場合は、当組合まで必ずご連絡ください。

◎第三者行為による疾病・負傷（ケガ）の場合

第三者行為による傷病届の提出が必要です。（健康保険法施行規則第65条）

　交通事故やけんか等の第三者による疾病・負傷（ケガ）の治療費は、本来は

　加害者が負担するべきものであるため、健康保険組合では一時的に医療費を

　立替え、被害者に代わって加害者に請求することとなります。
　（健康保険法第57条　損害賠償権の代位取得）

　必ず当組合までご連絡ください。

　また、自損事故の場合もご連絡をお願いします。



　　②　負傷した方について記入してください。

　　　　　　被保険者　：　本人

　　　　　　被扶養者　：　家族

　　労災・通災・第三者行為による負傷（ケガ）の場合は、

　　必ず当組合にご連絡ください

　　③　業務災害または通勤災害に該当する場合は、

 　　　　事業主に記入を依頼してください

①　保険証に記載されている記号・番号を記入してください
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